令和８年度会津坂下町地域おこし協力隊募集要項
政策財務課　移住定住推進班
　会津坂下町の高寺地域は町の北西部の山間部に位置し、米・そば・果樹の生産が盛んな自然豊かな農村地域です。しかし人口減少が進む中、農業者の後継者不足や地区内の空き家の増加、地域コミュニティを維持することの困難さが近年の地域の課題となっています。

　そこで町では、これらの課題の解決を図るため、高寺地区に移住・起業した「（株）ノーリージョン」を拠点として中山間地域の農業活動を行い、第一次産業の振興や地域の情報発信など、地域活性化のために活動する「地域おこし協力隊」を募集します。
１．業務内容

高寺地域の農業担い手の活動を行いながら、農業や地域性を学ぶとともに、地域コミュニティとの関わりを持ちながら活動地域の課題抽出や活性化に資する取り組みを行います。
また、退任後は、農業経営での定着、そば製麺の技術継承した独立、新たな事業を起業する等、現職中に取得した技術や人脈などを活用し、地域での生業を自ら見つけ、定住することを目指します。
２．採用予定数
１名
３．勤務条件
(1) 任用開始　 令和８年４月以降
(2) 報 酬 等　 月額　２２０，７００円　（期末手当有）
 (3) 勤 務 先　 会津坂下町役場　移住定住推進班（役場から農家の畑やそば道場へ研修）
 (4) 勤 務 日　 月１７日勤務
 (5) 勤務時間　 １日７時間４５分
 (6) そ の 他　 年次有給休暇等があります。
　　　　　　   社会保険、雇用保険に加入します。

　　　　　　　 健康診断を実施します。

活動に係る車両を貸与します。

住宅は個人で探し、月額５０，０００円（２人以上の場合は１万円上乗せ）を上
限に家賃を助成します。

　　　　　　　 初年度のみ支度準備金として１５万円を上限に助成します。
その他、「会津坂下町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則」に基
づきます。
４．応募及び採用について
(1)  応募期間
・令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで
・受付は期間内の土曜、日曜及び祝日を除く日の午前８時３０分から午後５時１５分まで
・郵送の場合は受付期間最終日必着
(2)  応募要件
　　 「会津坂下町地域おこし協力隊設置規則」に基づき、次のアからキまでのいずれにも該当する方が応募できます。（学歴・性別を問いません。）

　

(3) 周知の方法
①町ホームページに募集要綱を掲載
②地域おこし協力隊募集サイトへの掲載

(4)応募方法
　　採用を希望される方は、次のア、イの書類を添えて、（６）の申し込み先に直接持参するか、又は郵送してください。
ご提出のあった履歴書の個人情報は、会津坂下町個人情報保護条例により厳重に管理します。また、取得した個人情報は採用のためだけに使用し、目的以外に使用することはありません。
ア　履歴書（任意様式）
　　　　　履歴書に必要事項を記入の上、提出日前３か月以内に撮影した写真を貼り付けたもの。
イ　職務経歴書（任意様式）
「職務内容」欄には、主な職務内容を具体的に記載すること。
 (5) 選考方法
書類選考及び面接で行います。
ア　第１次選考：お試し体験　
イ　第２次選考：書類審査　※選考結果は文書にて応募者全員に通知
ウ　第３次選考：面接　※第２次選考合格者を対象に面接を実施
エ　着　　　任：令和８年４月以降（着任日については要相談）
(6) お問い合わせ・申し込み先
〒９６９－６５９２　福島県河沼郡会津坂下町字市中三番甲３６６２
会津坂下町役場　政策財務課移住定住推進係
ＴＥＬ：０２４２－８４－１５０４  　 E-mail：iju@town.aizubange.fukushima.jp
ア　地域おこし協力隊推進要綱に定める３大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を


　　有する方


イ　情報機器の使用ができ、ＳＮＳやＨＰの取り扱いを熟知している方


ウ　企画提案ができる方


オ　普通自動車運転免許を有し、県内及び近隣県への運転業務に支障がない方


エ　田舎暮らしを楽しめる（町の雰囲気や町民に馴染み生活できる）方


カ　令和８年任用の日において、年齢２０歳以上おおむね４５歳以下で心身共に健康な方


キ　地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当しない方。





ただし、地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当しないもの。











